
財産管理に関する活動

23

福祉施設との対応に関する活動
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医療に関する活動

25

「市民後見人」に期待されること

（「活動マニュアル」から）
　　

１）本人の意思の代弁

２）基本的ニーズの充足と本人らしい生活の質の向上

３）良好な社会関係の構築

４）適切なサービスの活用

５）適切な財産管理と本人にとって有意義な財産活用

６）地域社会における権利擁護の推進と成年後見制度の普及

26
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伊丹市福祉権利擁護センター説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    伊丹市福祉権利擁護センター 

    イメージキャラクター「幸犬くん」 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊丹市福祉権利擁護センター概要 

□平成23年7月20日作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜設置目的＞ 

判断能力に支援が必要な人の「自分らしく生きる」ことを実現するための権利擁護の相談支援や多様な後見支援活動を司法・

医療等の専門家や専門機関、さらに市民と連携・協働して推進します。 

＜設置目的＞ 

� 権利擁護を社会福祉法人の共通する課題として対応する。（社会福祉法人による協働運営の考え方） 

� 医療・司法等の専門家が参加しやすい仕組みを作る。（運営委員会等の参加） 

� 福祉分野における成年後見制度や権利擁護等の機関を作る。（福祉分野における権利擁護の窓口を開設） 

� 市民も参画する。（市民後見人等の養成や啓発活動） 

＜事業内容＞ 

①調整支援事業（既存の相談支援活動における権利擁護相談支援のバックアップ） 

（１）支援方針の合意形成支援：多職種が関わる事案についての支援方針等の共通認識の形成（支援方針の担保） 

（２）個別事案支援（カンファレンス）：個別事案のより積極的な相談支援が行うための専門家等からの支援体制 

（３）申立て支援：成年後見制度等の手続きの支援 

（４）専門的支援：相談支援事業所の相談員への専門家による研修 

②後見支援事業（後見の層を厚くする事業の展開） 

（１）市民後見人養成事業：市民後見人の養成 

（２）後見サポーター養成派遣事業：後見サポーター（ボランティア）の養成及び派遣 

（３）法人後見支援事業：伊丹市社協を含め、法人後見の促進と支援 

（４）福祉サービス利用援助事業：個別契約に基づく福祉サービス利用援助・日常金銭管理（県社協委託） 

（５）市民啓発事業：市民向け啓発事業（講演会等） 

 

＜伊丹市社会福祉協議会における権利擁護の経緯＞ 

平成１８年度 ○地域包括支援センターの受託 

        市内「介護支援センター」を窓口ブランチとした 

平成１９年度 ○地域生活支援センターの受託 

         障がい者の就労及び生活の支援センターを受託 

○「地域福祉推進室」を設置 

  地域担当、包括、地域生活、ボラセンを統合化 

       ○総合相談支援体制の構築に向けた研究 

平成２０年度 ○伊丹市福祉対策審議会（伊丹市） 

        「権利擁護ワーキング」を設置・報告 

       ○総合相談支援体制の構築に向けた研究報告 

        「権利擁護センター」の必要性を報告 

平成 21年度 ○伊丹市社協第５次発展計画策定 

        「権利擁護」を事業計画に明記 

       ○「（仮称）権利擁護センターの設置に向けた研究委

員会」を発足 

       ○伊丹市地域福祉計画改定の開始（伊丹市） 

平成２２年度 ○伊丹市社協第５次発展計画を始動 

       ○独立行政法人福祉医療機構の特別助成決定 

        助成による啓発、調査等の活動を実施 

       ○「（仮称）伊丹市権利擁護センター設置準備会」お

呼び「実務担当社会」を発足        

平成 23年度 ○伊丹市福祉権利擁護センターを開設 
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伊丹市福祉権利擁護センター全体図 

 

平成 23年 6月6日作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊丹市福祉権利擁護センター運営委員会 

（事業計画・予算、規約等の改廃など） 

調整支援委員会 

（調整支援委員） 

後見支援委員会 

（後見支援委員） 

個別支援 

(ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ) 

合意形成 

(委員会) 

専門支援 

(研修等) 

事務局（伊丹市社会福祉協議会） 

（コーディネーターを設置） 

申立支援 

(成年後見

制度等) 

法 人 後 見

支援 

(助言等) 

市 民 後 見

支援 

(養成等) 

啓発活動 

(研修等) 

福祉ｻｰﾋﾞｽ

利用支援 

(研修等) 

後見ｻﾎﾟｰﾀ

ｰ支援 

(養成等) 

市内７つの社会福祉法人を中心に

行政、専門家、当事者団体が参加 

一義的には、市内の福祉関係の相談機関（職員）を支援 

（行政窓口、居宅介護支援事業所、介護支援ｾﾝﾀｰなど） 

○市民 

○法人後見を実施する法人 

行政担当者 

専門家・専門職等 

行政担当者 

専門家・専門職等 

（運営委員会の役割） 

○運営委員会は、「福祉権利擁護センター」の事業計画・予算及び規約等を決定する。 

○協働参画する団体・組織で構成（委員は団体・組織を代表する者） 

○「幹事」と「委員」で構成。「幹事」は市内の７つの社会福祉法人代表で構成、代表と副代表を務める。 

○委員出席は、無報酬(但し、交通費等実費の弁償は有り) 

○委員会は、最低年２回開催 

（調整支援委員会の役割） 

○調整支援委員会の委員は、事務局が選任し（複数名）、運営委員長が委嘱。運営委員会へ報告。 

 選任予定（医師、弁護士、司法書士、税理士、社会福祉士、行政職員など） 

○調整支援委員会の委員は、極力、地元は隣接地にお住まい、もしくは開業している方を選任する予定 

○調整支援委員会は、次の形態で実施 

①全体会（委員会の開催） ②個別対応（カンファレンス） 

○全体会（委員会の開催）は、年６回程度 

○個別対応（カンファレンス）は、事案により随時依頼 

○委員には、委員報酬を出す 

（後見支援委員会の役割） 

○後見支援委員会の委員は、事務局が選任し（複数名）、運営委員長が委嘱。運営委員会へ報告。 

選任予定（弁護士、司法書士、税理士、学識経験者など） 

○後見支援委員会は、全員対応の委員会方式で実施 

○委員会の開催は、年６回程度 

○委員には、委員報酬を出す 

28



岸和田市の成年後見制度における地域包括支援センター等との連携 
 
 
１． 岸和田市  

人口 約 20 万人 
地域包括支援センターは、3 箇所に委託 

   
 
２． 成年後見制度について 

平成 15 年より市長申立てを開始し、現在までの申立実績は 41 件 

【内訳】高齢者 32 件、知的障がい者８件、精神障がい者１件  

     後見 37 件、保佐１件、補助３件  

   

過去４年間の申立件数 

   ・平成 20 年度：高齢者 5 件、知的障がい者 2件 

（後見 6 件、保佐 1 件／全て専門職後見） 

  

・平成 21 年度：高齢者 5 件、知的障がい者 1件 

（後見 5 件、補助 1 件／法人 1 件、専門職 5件） 

  

・平成 22 年度：高齢者 6 件、知的障がい者 1件 

（後見 7 件／法人 1 件、専門職 6件） 

  

・平成 23 年度：高齢者 3 件、知的障がい者 1件 

（後見 3 件、保佐 1 件／法人 3 件、専門職 1件） 

 
 
３． 高齢者虐待対応会議（毎月定例開催） 

 
・行政２名、地域包括支援センター３箇所（4 名）、CSW１名、その他 
 
・個別に行なうケース検討会議とは別に、高齢者虐待事案に対する、全体の報告、

終結の確認や見守り状況を各虐待事案の担当者より行い、全体の把握を行なう。 
   

・研修開催やパンフレット作成等などもこの会議で検討。 
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４． 権利擁護検討会議（毎月定例開催） 
 
・行政２名、地域包括支援センター２名、日常生活自立支援事業（社協）2 名、そ

の他（必要に応じて、生活保護や障がい福祉担当者も参加） 
 
・個別相談や高齢者虐待事案等から成年後見制度の利用の必要性の個別検討。 

日常生活自立支援事業から成年後見制度への移行、類型、申立て人、役割分担、

後見人等の検討 
（市長申立てを決定するのではなく、実務者による事前検討の場） 

 
５．市民後見人養成について 
  
（背 景） 

 
・認知症高齢者等の増加。日常生活自立支援事業利用者の増加 
 
・第２次地域福祉計画・地域福祉活動推進計画（平成 19 年３月策定）の中で、「市

民後見人の養成の検討」「法人後見の検討」。 

 

・岸和田市社会福祉協議会のよる法人後見開始（平成 19 年準備会発足、平成 21 年

より開始、現在５件受任）。 

 

（市民後見人養成） 

 

・平成 23 年度より市民後見人養成開始。大阪府と岸和田市の協働。 

（大阪府、大阪府社会福祉協議会、岸和田市、岸和田市社会福祉協議会） 

 

・平成 23 年７月、8 月、9 月にオリエンテーション（約 200 人受講）を行い、10

月から 4 日間の基礎講座、11 月から平成 24 年 3月までに、９日間の実務講習及

び現場実習 4 日間（養成カリキュラムは大阪市を参考）を行う。 

 

・平成 24 年度から市民後見人活動支援開始。（岸和田市、岸和田市社会福祉協議会） 

行政は、申立てだけでなく、市民後見人養成及び活動支援を行なうにあたり、 

市民後見人受任の支援、活動支援を行なっていく。 

 

・平成 24 年度以降、大阪府内広域（ブロック別など）での養成検討。 
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第
5
期
　
市
民
後
見
人
養
成
講
座
（
実
務
講
習
）
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

平
成
２
３
年
５
月
２
７
日
作
成

月
日

時
　
間

科
　
　
目

内
　
　
容

ね
ら
い

講
　
　
師
（
昨
年
参
考
）

９
：
４
５
～

開
　
講
　
式

１
０
：
０
０
～
１
２
：
３
０
１
　
地
域
福
祉
の
推
進
と
市
民
後
見
人
の

役
割

地
域
福
祉
の
推
進
と
市
民
後
見
人
の
役
割
・
権
利
擁
護
判
断
能
力
が
不
十
分
な
方
の
意

思
決
定
の
支
援

地
域
福
祉
の
視
点
で
の
市
民
後
見
人
と
し
て
の
役
割
・
権
利
擁
護
を
再
認
識

し
て
も
ら
い
、
市
民
後
見
人
活
動
の
理
念
を
理
解
す
る

大
阪
市
立
大
学
大
学
院
生
活
科
学
研
究
科

　
　
教
授

１
３
：
３
０
～
１
６
：
０
０
２
　
成
年
後
見
制
度

制
度
内
容
と
後
見
事
務
に
つ
い
て
（
同
意
・
取
消
権
、
代
理
権
の
内
容
等
）
～
市
長
申

立
で
の
虐
待
事
例
を
踏
ま
え
て
～

同
意
権
・
取
消
権
、
代
理
権
の
内
容
に
つ
い
て
理
解
し
、
成
年
後
見
人
と
し

て
の
職
務
を
考
え
る

大
阪
弁
護
士
会
ひ
ま
わ
り

	 
	 
	 
	 
弁
護
士

１
０
：
０
０
～
１
２
：
０
０
３
　
対
象
者
の
理
解
（
１
）

認
知
症
の
特
性
（
と
接
し
方
）

認
知
症
の
症
状
を
医
学
的
な
側
面
（
障
害
・
疾
病
と
し
て
）
か
ら
理
解
す
る

大
阪
市
立
弘
済
院
附
属
病
院
神
経
内
科
兼
精
神
神
経
科

　
　
部
長

１
３
：
０
０
～
１
４
：
２
５
６
　
大
阪
市
の
福
祉
制
度
（
１
）

大
阪
市
の
高
齢
者
福
祉
施
策
に
つ
い
て
（
高
齢
者
虐
待
防
止
に
つ
い
て
）

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
地
域
支
援
シ
ス
テ
ム
を
中
心
と
す
る
大
阪
市
の

高
齢
者
福
祉
に
つ
い
て
理
解
す
る

大
阪
市
健
康
福
祉
局
高
齢
者
施
策
部
　
高
齢
福
祉
課

　
担
当
係
長

１
４
：
３
５
～
１
６
：
０
０
７
　
大
阪
市
の
福
祉
制
度
（
２
）

介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て

制
度
の
概
要
を
理
解
し
、
相
談
窓
口
を
知
る

大
阪
市
健
康
福
祉
局
高
齢
者
施
策
部
	 
	 
介
護
保
険
課

　
担
当
係
長

１
０
：
０
０
～
１
２
：
０
０
８
　
大
阪
市
の
福
祉
制
度
（
３
）

障
害
者
自
立
支
援
制
度
の
仕
組
み
と
内
容
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
社
会
資
源
（
知
的
障
害

者
、
精
神
障
害
者
に
つ
い
て
）

制
度
の
概
要
を
理
解
し
、
相
談
窓
口
を
知
る

大
阪
市
健
康
福
祉
局
障
害
者
施
策
部

	 
障
害
福
祉
課
　
担
当
係
長

１
３
：
０
０
～
１
４
：
２
５
４
　
対
象
者
の
理
解
（
２
）

知
的
障
害
者
の
特
性
（
と
接
し
方
）

知
的
障
害
に
つ
い
て
医
学
的
な
側
面
（
障
害
・
疾
病
と
し
て
）
か
ら
理
解
す

る
大
阪
市
心
身
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

	 
相
談
担
当
係
長

１
４
：
３
５
～
１
６
：
０
０
５
　
対
象
者
の
理
解
（
３
）

精
神
障
害
者
の
特
性
（
と
接
し
方
）

精
神
障
害
に
つ
い
て
医
学
的
な
側
面
（
障
害
・
疾
病
と
し
て
）
か
ら
理
解
す

る
つ
つ
み
ク
リ
ニ
ッ
ク

　
　
医
師

１
０
：
０
０
～
１
１
：
０
０
９
　
消
費
者
保
護
と
相
談
機
関

消
費
者
被
害
の
現
状
（
判
断
能
力
が
不
十
分
な
人
の
被
害
と
対
応
）

判
断
能
力
の
不
十
分
な
人
の
被
害
の
現
状
・
動
向
を
知
っ
た
う
え
で
相
談
窓

口
を
理
解
し
、
後
見
人
と
し
て
の
活
動
に
生
か
す

	 
大
阪
市
消
費
者
セ
ン
タ
ー

　
相
談
員

１
１
：
１
０
～
１
２
：
３
０
1
0
　
大
阪
市
の
福
祉
制
度
（
４
）

生
活
保
護
制
度
に
つ
い
て

制
度
の
概
要
を
理
解
し
、
相
談
窓
口
を
知
る

大
阪
市
健
康
福
祉
局
生
活
福
祉
部
	 
	 
	 
保
護
課

	 
担
当
係
長

１
３
：
３
０
～
１
４
：
５
５
1
1
　
大
阪
市
の
福
祉
制
度
（
５
）

健
康
保
険
制
度
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て

制
度
の
概
要
を
理
解
し
、
相
談
窓
口
を
知
る

大
阪
市
健
康
福
祉
局
生
活
福
祉
部
　
保
険
年
金
担
当

	 
担
当
係
長

１
５
：
０
５
～
１
６
：
０
０
1
2
　
年
金
制
度
に
つ
い
て

年
金
制
度
等
に
つ
い
て

制
度
の
概
要
を
理
解
し
、
相
談
窓
口
を
知
る

大
阪
市
健
康
福
祉
局
生
活
福
祉
部
　
保
険
年
金
担
当

	 
担
当
係
長

１
０
：
０
０
～
１
２
：
３
０
1
3
　
関
連
法
律
知
識

契
約
、
親
族
、
遺
言
、
相
続
等

成
年
後
見
制
度
に
ま
つ
わ
る
関
連
法
律
に
つ
い
て
理
解
す
る
。

大
阪
弁
護
士
会
ひ
ま
わ
り

	 
弁
護
士

１
３
：
３
０
～
１
５
：
３
０
1
4
　
後
見
業
務
の
実
際
（
１
）

財
産
管
理
の
実
務
（
金
融
機
関
と
の
付
き
合
い
方
・
債
務
へ
の
対
応
に
つ
い
て
）

就
任
時
と
終
了
時
の
手
続
を
理
解
し
、
触
れ
な
が
ら
金
融
機
関
と
の
付
き
合

い
方
、
債
務
へ
の
対
応
に
つ
い
て
理
解
す
る

成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
・
リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
大
阪
支
部

　
司
法
書
士

１
５
：
４
０
～
１
６
：
０
０
1
5
　
事
前
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

演
習
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
に
入
る
前
に

事
務
局

１
０
：
０
０
～
１
２
：
０
０
1
6
　
後
見
業
務
の
実
際
（
２
）

身
上
監
護
の
知
識
・
実
務
（
事
実
行
為
と
の
違
い
、
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
等
）

身
上
監
護
の
基
本
を
理
解
す
る

大
阪
社
会
福
祉
士
会

	 
社
会
福
祉
士

１
３
：
０
０
～
１
６
：
０
０
1
7
　
後
見
業
務
の
実
際
（
３
）
演
習

身
上
監
護
を
中
心
と
し
た
演
習

被
後
見
人
の
具
体
的
な
生
活
支
援
に
つ
い
て
事
例
を
通
し
て
学
ぶ

大
阪
社
会
福
祉
士
会

	 
社
会
福
祉
士

１
０
：
０
０
～
１
２
：
０
０
1
8
　
後
見
業
務
の
実
際
（
４
）

後
見
業
務
に
お
け
る
家
裁
へ
の
連
携
と
報
告
（
報
告
書
の
作
成
方
法
等
）

家
裁
へ
の
報
告
作
成
に
つ
い
て
理
解
す
る
と
と
も
に
家
裁
と
後
見
人
と
の
関

係
を
理
解
す
る

大
阪
家
庭
裁
判
所

１
３
：
０
０
～
１
３
：
５
５
1
9
．
後
見
業
務
の
実
際
（
５
）

終
了
事
務
に
つ
い
て

大
阪
弁
護
士
会
ひ
ま
わ
り

	 
弁
護
士

１
４
：
０
５
～
１
６
：
０
０
2
0
　
後
見
業
務
の
実
際
（
6
）
演
習
　

就
任
時
の
手
続
き
、
財
産
目
録
の
作
成

就
任
時
の
手
続
等
を
事
例
を
通
し
て
学
ぶ

大
阪
社
会
福
祉
士
会

	 
社
会
福
祉
士

１
０
：
０
０
～
１
２
：
３
０
2
1
　
事
例
検
討
（
１
）
応
用

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

事
例
を
通
し
て
後
見
人
と
し
て
の
実
務
を
学
ぶ

大
阪
社
会
福
祉
士
会

	 
社
会
福
祉
士

１
３
：
３
０
～
１
６
：
０
０
2
2
　
事
例
検
討
（
２
）
応
用

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

事
例
を
通
し
て
後
見
人
と
し
て
の
実
務
を
学
ぶ

大
阪
社
会
福
祉
士
会

	 
社
会
福
祉
士

１
０
：
０
０
～
１
２
：
３
０
2
3
　
施
設
実
習
の
ふ
り
か
え
り

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

施
設
実
習
の
ふ
り
か
え
り
を
通
し
て
被
後
見
人
と
の
接
し
方
、
施
設
と
の
関

わ
り
を
考
え
る

教
授
、

弁
護
士
、
社
会
福
祉
士
、
司
法
書
士

１
３
：
３
０
～
１
６
：
０
０
2
4
　
ま
と
め

○
成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

市
民
後
見
人
バ
ン
ク
へ
の
登
録
に
向
け
て

教
授
、
弁
護
士
、
社
会
福
祉
士
、
司
法
書
士
、
市
民
後
見
人

　
施
設
に
応
じ
て

	 
	 
　
施
設
実
習

福
祉
施
設
で
の
実
習
（
原
則
４
日
間
）

各
施
設

5
2
1

5
2
8

6
1
1

6
2
5

7
9

7
2
3

5
～
8

8
6

8
2
0

9
3
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1

　兵庫県における
　「市民後見人養成事業」

について

兵庫県健康福祉部社会福祉局

高齢社会課長　　　池　内　　力

日本成年後見法学会
第８回学術大会（H23.10.29

市民後見人養成事業取組の背景

●成年後見制度の全国的な状況
　(1) 平成12年度の開始以来、申し立て件数は増加

(2)  市町村長申し立て件数の増加
　　　 1,033件（H18）→ 1,564件(H19) （6.1％）

　(3)  第三者後見の増加
　　　 17％（H18）→約28％(H19)

知的 精神
障害 障害

相談支援 37 4,228 73 65 125 4,491 １市未把
握

親族申立
て支援

20 86 8 6 8 108 １市未把
握

市町長申
立て

14 86 15 4 1 106

内
容

実施市町
対象（件）

認知症 その他 合計 備考

平成２０年度　県内各市町の成年後見制度の利用状況
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市民後見人養成にかかる県・市町の役割

養成された市民後見人を家庭裁判所に成年後見人候補として推薦する。
市民後見人に対して、家庭裁判所に報告する財産目録や収支予定表等の書類の作
成や後見活動の方針等の相談支援及び、後見活動記録や金銭出納帳等の報告書の
提出や面談による後見活動の監督を行う。

県

市町

養成のノウハウをマニュアル化し、各市町に提供する。
各市町において養成・監督出来る体制の構築を図る。

●市民後見人の養成は市町の本来的な役割である。しかし、全県的
　
　に市民後見人を養成する必要があり、かつ市町の養成体制を構築　
　するため、県が基金を活用し、市町の主体的な養成につながるよう
　財政支援を行う。
●なお、24年度以降は市町独自で養成を図り、県は市町への後方支

　
　援を行う。

市民後見人養成事業

●　主旨・目的

　　 地域で暮らす判断能力の不十分な認知症高齢者
や知的障害者、精神障害者等の権利擁護を図るた
め、身近な地域で支援を行う「市民後見人」を養成
するとともに、市町や市町社協等における活用に向
けた仕組みづくりを推進する。（H21～23年度のモ
デル事業）

なお、市民後見に関する制度設計や経済的弱者
の支援方策といった社会保障制度の中で検討が必
要な課題については、国に対して提案していく。
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市民後見人養成事業(H21～23）

●　事業内容

(1) 市民後見人養成事業検討会議の開催

（H21：2回、H22：2回、H23：5回）

(2) 市民後見人養成研修の実施（H22・23）

(3) 市民後見推進事業（国庫10/10）実施市へ

の支援（H23）

(4) 市民後見人養成・活動支援マニュアルの

作成（H23）　　　
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市民後見人養成事業検討会議

●　検討内容

　(1) 市民後見人の支援体制

(2) 市民後見人養成研修の実施について

(3) 市民後見人養成・活動支援マニュアルの

策定

●　構成員

　　　当事者団体、 法律専門職、福祉専門職、

社会福祉協議会、市町、県

市民後見人養成事業検討会議
において議論となったこと

・　市民後見人の報酬の取り扱い
・　後見監督は、どこが、どのように担うの
　　か
・　家庭裁判所に選任されるための条件
・　家庭裁判所との調整
・　選任されるまでの支援体制
・　市町における財源確保
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市民後見人養成研修
（兵庫県社会福祉協議会委託）

●　対象　　次の要件に該当する者で市町の推薦がある者
　　　　　　　　　　　ア　兵庫県内に在住する者
　　　　　　　　　　　イ　高齢者・障害者に対する福祉活動経験があり、権利擁

　
　　　　　　　　　　　　　護に理解と熱意がある者
　　　　　　　　　　　ウ　研修修了後、地域における実践活動を行う意志のある
　　　　　　　　　　　　　 者
　　　　　【弁護士、司法書士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認会計士、

税理士、行政書士は対象外】

●　研修の種類と日程
　　　（１）基礎研修　　　　　　　　　　３日間
　　　（２）実践活動研修　　　　　　　５日間
　　　（３）フォローアップ研修　　　　３日間

市民後見人養成研修終了後の流れ
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市民後見人養成スキーム

養成スキーム（H23）

県

県社会福
祉協議会

市民
後見人 市

町

研修実施
研修委託

家庭裁判所
市民後見人の推薦

受任、
監督

報告

活動支援報告

養成マニュアル作成
市町への普及

補助

養成スキーム（H24）

養成マニュアルを
もとに市町が実施

社会福祉
協議会等

市民
後見人

市
町
（

実
施
主
体
）

研修実施

研修委託

家庭裁判所
市民後見人の推薦

受任、
監督

報告

活動支援報告

県

助言

今後の県の役割

(1)  市民後見人養成・活動支援マニュアルを活

　 用した市町における市民後見人体制整備へ

の支援

(2)  市町の体制整備状況の把握と市町間格差
の是正に向けた支援
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パネルディスカッション－公的支援システムの具体的あり方 
検討すべき論点（案） 

 
Ⅰ 申立て等手続関連 
１ 申立手続についての相談・助言 
  専門職団体等とは別に，利用者や親族等の身近なところで相談・助言ができる公的

機関が必要ではないか。公的機関が担うことで，市長申立て等の連携や事案により適

切な専門職団体や機関への振り分け等も可能となる。 
  ① 相談を受ける体制の整備 － 電話・来所等の体制と時間 

② 相談担当者のレベル確保 
 ③ 専門職による専門相談の併設 
 
２ 申立費用の負担 

   資力のない者も利用できるようにする必要があり，公的援助が必要ではないか。 
① 成年後見制度利用支援事業の拡充－市長申立要件の撤廃 

  ② 市長申立ての拡充 
      
Ⅱ 後見人の担い手 
１ 市民後見人の養成 

     市民後見人の養成につき厚生労働省が事業化したが，どの地域においても同様の権

利擁護が確保できるように充実させる必要がある。 
    ① 養成のための研修についての質の確保 

・ 研修機関の認定制度 
・ 研修内容の標準化 

    ② 市民後見人候補者の質の確保 
      ・ 研修履修者というだけではなく，一定のレベルに達した者を確保するための

選定システムの整備 
      ・ 国としての資格付与の検討 
    ③ 受任体制との一体化 
       家裁からの推薦依頼を受けうる体制と一体化することが必要。 
 

２ 市民後見人の支援 
 ① 適任者推薦－受任調整会議 
   ・ 裁判所からの推薦依頼を受け得る正式機関が必要。 

・ 具体的案件に対してどの市民後見人が適任なのかを判断する仕組み。 
・ 裁判所から提供される具体的案件の情報管理。 
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 ② 相談支援体制 
   ・ 市民後見人としての職務遂行における適切な助言や指導。 
③ 専門家による助言体制 

・ 問題によって専門家の助言も受けうる体制が不可欠。 
 
３ 親族後見人への支援 
  親族後見人に対して支援するシステムが無い。家庭裁判所による監督だけでは限界

がある。 
  ① 相談窓口の設置 
 ② 後見人としての研修 

家庭裁判所による研修では不十分であり，これを代替実施できる公的機関が必要

ではないか。 
③ 親族後見人の把握困難性 

自主的に相談に来る人は良いが，来ない人が問題。しかし，誰が選任されている

かを把握することは困難。公的機関として裁判所との連携がとれないか。 
  
４ 家庭裁判所による監督との関係 
  監督機関としての家庭裁判所にも限界がある。監督と支援を分離して，家庭裁判所

は司法的監督に徹し，支援部分を公的機関が担うということができないか。 
 ① 監督と支援の分離の可否 
   監督人として選任しない形での支援が可能か。 
 ② 指示の利用可能性 

支援機関に結びつけるために，特に親族後見人に対し，公的機関での研修受講や

相談の指示（家審規 84）が出せないか。 
     
５ 後見人報酬 
  資力の無い者であっても後見人が選任される必要がある。後見人としての職務に対

し適切な報酬が確保されるべきであり，資力が無い場合は国としての手当をすべきで

はないか。 
① 報酬付与の公的助成－成年後見制度利用支援事業との連携 
② 生活保護や介護保険等で後見人報酬を捻出できないか。 

 
 ６ 公的後見人 

更生保護案件や危険な関係者がいる場合などは，個人や私人レベルでの後見人では

対応が困難な場合がある。公的後見人の設置が必要ではないか。 
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パネラー報告の骨子

戸倉晴美（大阪家庭裁判所・裁判官）

１ 裁判所（家庭裁判所。以下同じ。）は，後見を開始する審判をするときは，職権で成年後

見人を選任し，監督をして，選ばれた後見人に不正や後見人としてふさわしくない事由が

あったときは解任することができることになっている。

・ 利用者のための後見制度を考えるとき，裁判所において重要なのは，

① 事例にふさわしい後見人の選任と，

② 事例にふさわしい監督である。

・ すなわち，

① 最初の開始時においては，事案に応じて後見人に適格者（ふさわしい後見人）を選

任することが重要である。後見人は，本人のかわりに財産を管理し，財産に関する法

律行為について本人を代表する（民８５９）という大きな権限がある。

法律は，後見人は，本人の生活，療養看護，財産管理の事務を行うに当たっては，

本人の意思を尊重し，心身の状態，生活状況に配慮しなければならないと定めており

（民８５８），財産の管理をきっちりする（信頼がおける）ことは当然のこととして，

これらに配慮できる者を選任する必要がある。

そのため法律は，後見人を選任するには，本人の心身の状態，生活，財産状況，後

見人の職業，経歴，利害関係の有無，本人の意見，その他一切の事情を考慮して定め

ねばならないと定めている（民８４３④）。

家庭裁判所としては，これらの観点からふさわしい成年後見人を選任することにな

る。

② 次いで選任後は，後見業務について，その事例にふさわしい監督をし，不正を防ぐ

監督をすることも重要である。

２ 後見人の選任について

親族を選任することも多いが，

深刻な紛争があったり，訴訟などが予想されるようなときは弁護士を，

深刻ではないとしても法的な事務処理が必要な場合は司法書士を，

精神障害があり，専門的な対応が必要であるなどの事案では社会福祉士を，

税務関係の知識が必要な場合は税理士を，

というようにそれぞれの専門家の専門性を生かして本人のための後見業務を目指してもら

っている。

39



このような専門家ではないが，市民後見人がふさわしいとして市民後見人を選ぶことも

ある。市民後見人は，一般市民の目で本人に寄り添った後見人活動を目指して，信頼の置

ける組織に養成・支援され，後見業務に必要な知識を身につけた方々で，現在大阪市では

養成と支援がある。さらに広い地域で養成されれば，市民後見人がふさわしい事例に広く

選任することができると思われる。

いずれも，利用者のためにはこれら専門家団体からは，裁判所から後見人の推薦を依頼

したときにスムースに適任者を推薦していただくことが，必要になる。

３ 監督について

裁判所は，後見人に財産状況を報告させたり，調査したり，後見事務について，必要な

指示をするなどの処分を命じることができることになっている（民法８６３条，家審規８

４）。

後見人には本人に代わる大きな権限があり，後見人の恣意的な財産管理によって，本人

に不利益な行為が行われないようにする必要がある。一方，後見人には，本人の意思に反

しないよう，よりよい生活状況を目指して日々財産管理等の後見業務をしてもらう必要が

あり，そのためには裁量の範囲がある程度広くないと柔軟性をもったふさわしい後見業務

ができなくなる。

後見人による使い込みなどの不正を防ぐことは重要であるが，そして裁判所においては，

不正を防ぐために，適宜な時期に財産状況の報告を求め，財産の異動に不審な点があると，

不正がないかを確認し，解任することでそれ以上の不正を防ぐようにすることになるが，

具体的には，本人の財産からいくらを生活費に充てればよいのか，本人のために日々の交

際費にいくら支弁すればよいか，いくらの自動車を買えばよいか，どのような家屋改修を

すればよいか，庭木の手入れをする方がよいか，など日々発生する後見業務について，収

入も，生活歴も，家族関係も，価値観も異なる全てのケースにおいて何が本人のためなの

かを判断して指示することは一律ではなしえるところではない。

このように，家庭裁判所が全事件を詳細に監督することは不可能に近いので，組織とし

ての倫理が確立されている弁護士会，司法書士会，社会福祉士会を初めとする関係団体が，

これまで以上に後見人の給源となっていただくことが望ましい。また，監督自体も所属の

団体が分担するような態勢の整備がなされることを希望する。

重要なことは，介護サービスの一面も有する成年後見制度の運営は，家庭裁判所だけで

なく，行政も含めて社会全体で分担し，協力しあって進めて行くべきものであることを再

確認し，関係者の連携をさらに強化することであろう。

以上
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市長申立の状況 

大阪市健康福祉局生活福祉部地域福祉課計画担当課長 朝間 一浩 
 
１ 大阪市の現実 
 

・大阪市の年齢区分別人口構成比の推移 

21.9 21.7 22.1 20.5 18.1
15.1

73.5 72.4 70.3 70.2 71.5 72.5 72.2 70.1
66.6 64.3

22.1

13.5 12.6 12.0 12.0

4.6 5.9 7.5

9.2 10.3 11.7

14.1
17.1

20.1

0
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40

50

60

70

80

昭和40年 45年 50年 55年 60年 平成2年 7年 12年 17年 22年

（％）

0～14歳 15～64歳 65歳以上
 

注：年齢不詳者を含むため、年齢区分別人口構成比の合計が 100％にならない場合がある。 

                      （出典：各年 10 月１日「国勢調査」 総務省） 
 

・６５歳以上の人がいる世帯の状況の推移 

26.9 

30.1 

33.7 

37.9 

40.2 

15.1

17.2

20.2

22.5 

23.8

24.8 

26.7 

28.0 

27.2 

25.4 

20.6

23.8

26.4

27.8 

28.4

48.3 

43.2 

38.3 

34.9 

34.4 

64.3

59.0

53.4

49.7 

47.8

0 20 40 60 80 100 

大阪市 平成２年

７年

12年

17年

22年

全 国 平成２年

７年

12年

17年

22年

（％）

ひとり暮らし 夫婦のみの世帯 その他の世帯

 

注：「夫婦のみの世帯」とは、夫・妻の少なくともいずれか一方が 65 歳以上の世帯。 

（出典：各年 10 月１日「国勢調査」 総務省） 
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・高齢者人口及び高齢化率の推計 

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

高齢化率 22.1% 22.3% 22.3% 23.0% 23.8% 24.5%

高齢者人口（千人） 586 592 595 614 635 654
 

※平成 21・22 年は各年 9月末実績。 
 

・高齢者単身世帯の増加 

 
（出典：「国勢調査」平成 22 年 10 月 総務省統計局） 

 
・大阪市における認知症の高齢者等 
                               （単位：人） 

 
 

認知症の 
高齢者等 

認定申請時の所在（再掲） 

在 宅 
特別養護 

老人ホーム

介護老人

保健施設

介護療養型 

医療施設 

その他の

施 設 
総 数 52,711 30,143 6,802 4,109 1,050 10,607

 40～64 歳 1,590 954 74 85 45 432

65 歳以上 51,121 29,189 6,728 4,024 1,005 10,175

  65～74 歳 6,946 4,361 515 367 128 1,575

75 歳以上 44,175 24,828 6,213 3,657 877 8,600

（大阪市健康福祉局調べ・平成 22 年 11 月末日現在） 
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※１ 本表における「認知症の高齢者等」は、「何らかの介護・支援を必要とする認知症

がある高齢者」とされる「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の人としている。

（「2015 年の高齢者介護」〈高齢者介護研究会 平成 15 年６月〉より） 

※２ 「その他の施設」には、認知症高齢者グループホーム、特定施設入居者生活介護適

用施設、医療機関（医療療養型医療施設含む。）、ケアハウス、養護老人ホーム等が

ある。 

※３ この推計は医学的に認知症と診断されたものではなく、要介護認定における認定調

査結果を基に推計したもので、要介護認定を受けていない人は含まれていない。 

 
 

・大阪市における高齢者虐待の相談及び通報件数の推移 
 
高齢者虐待の相談・通報件数 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度

養護者によるもの 416 件 491 件 461 件 534 件

通 報 

窓 口 

区保健福祉センター 146 件 191 件 163 件 173 件

地域包括支援センター 270 件 300 件 298 件 361 件

 うち虐待と判断した件数 297 件 355 件 340 件 376 件

通報 

窓口 

区保健福祉センター 105 件 128 件 123 件 112 件

地域包括支援センター 192 件 227 件 217 件 264 件

養介護施設従事者等によるもの 15 件 22 件 23 件 29 件

 うち虐待と判断した件数 3 件 4 件 4件 5 件

（大阪市健康福祉局調べ） 
 

電話なども含め、連絡を取り合う家族や親族 （複数回答あり） 

63.1

26.6

18.1

50.8

1.0

2.3

19.4

9.4

0.8

10.3

2.6

0 10 20 30 40 50 60 70

子ども

孫

子の配偶者

兄弟姉妹

親

おじ・おば

おい・めい

いとこ

その他

いない

無回答

(MA%)(N=620)

 
（ひとり暮らし高齢者調査より） 
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２ 市長申立の状況（成年後見制度にかかる市長の後見等開始の審判請求） 
   
・大阪市における市長申立件数 

                                      （件） 

 
件数 

内  訳 

高齢者 知的障害者 精神障害者 

平成１３年度 ８ ５   ３

平成１４年度 １９ １８   １

平成１５年度 ２２ １４ ６  ２

平成１６年度 ２６ ２４ １  １

平成１７年度 ４９ ４３ ３ ３

平成１８年度 ５６ ４６ ８  ２

平成１９年度 ６６ ５６ ３ ７

平成２０年度 １２６ １００ １０  １６

平成２１年度 １４４ １１９ ２２ ３ 

平成２２年度 １４０ １２２ １４ ４ 

平成２３年度 １０５ ９０ １４ １ 

計 ７６１ ６３７ ８１ ４３

※ 但し、各年度における調整会議での審議数 

※ 平成２３年度は９月末日現在の件数見込  

 

 

（参考） 大阪家庭裁判所管内の件数 （最高裁判所資料） 

 平成12年 平成 13 年 平成 14 年 平成 15 年 平成 16 年 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 平 成 20 年 平成 21 年

申立件数 512＊ 809 1,085 1,383 1,518 1,500 2,002 1,931 2,299 2,345

平成12年は4月～12月（3月までの旧制度における件数は含まず） 

 
 
 
 
３ 今後の課題 
 
  ・日常生活自立支援事業（あんしんさぽーと） 
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「公的支援システムの具体的あり方」 
 ～リーガルサポートとしての取組み～ 

 
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 

司法書士 芳 賀  裕 
１．設立目的と法人の現況 
  高齢者・障害者等が自らの意思に基づき安心して日常生活を送ることがで

きるように支援し、もって高齢者・障害者等の権利の擁護及び福祉の増進に

寄与する。 
（１）全国に 50 支部、会員 5,572 名 
（２）理事の３分の１が外部理事、業務審査委員１０名中７名が外部委員 
（３）事業執行の３大システム  

①後見人等候補者名簿登載研修システム ②執務管理支援システム 
③成年後見事業包括補償システム 

（４）公益事業 
  ①専門職後見人の養成・供給  ②専門職後見人の指導監督 
  ③法人後見・法人後見監督   ④成年後見制度普及啓発 
  ⑤成年後見制度の調査研究 
 
２．「公的支援システム」構築の必要性 
（１）成年後見人養成・供給組織の構築と運営 
（２）「法人後見」として強度の他害性事案、困窮者事案等公益的事案の受任 
（３）「親族後見人養成講座」「全国一斉無料成年後見相談会」等開催 
（４）公益信託成年後見助成基金の設立 
（５）市民後見人養成事業への関わり 
⇒ 実践と調査研究から「公的支援システム」構築の必要性を痛感 

 
３．「公的支援システム」イメージ 
 制度の利用阻害要因（①申立人の不存在 ②申立費用・後見人報酬負担 
③後見人の不足等）を除去し、利用し易い制度にするとともに、様々な課題 
に全国統一基準に基づき対応できる「成年後見人の行動指針」「成年後見ガイ 
ドライン」の策定等の整備が必要とされる。 
勿論、制度運用面における家庭裁判所の機能の一層の拡充・強化を図ること

はこれらの大前提となる。 
（１）組織面の支援システム  （２）財政面の支援システム 
（３）家庭裁判所の機能の拡充・強化 
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連 

携 

協 

力

        成年後見制度運用における公的支援態勢イメージ図       

日 本 成 年 後 見 セ ン タ ー（仮称） 

                     所管 国において法務省・厚生労働省・内閣府等を中心にした 

                   省庁横断的な設置形態も含め検討を要する 

                      事業①最高裁判所、行政（法務省、厚生労働省及び内閣府等） 

並びに制度運用関連団体の全国組織との連絡調整 

②成年後見制度関連事業予算の執行管理 

登録認定             ③成年後見制度関連事業の調査・統計・企画 

④全国統一「成年後見ガイドライン（仮称）」の策定・提供 

⑤成年後見制度の普及広報活動 

⑥市民後見人協会を登録する都道府県別名簿への認定登録・ 

名簿管理業務（市民後見人協会認定委員会の設置・運営） 

市民後見人協会（仮称） 業務委託     ⑦法人後見・法人後見監督（全国規模の公的後見人） 

     ①市区町村型          ○○県 成年後見センター（仮称）  

  ②社会福祉協議会型   指導監督  所管 各都道府県または、法務局等国の地方行政部門 

  ③民 間 型            事業①各都道府県、家庭裁判所及び法務局並びに制度運用関連団体           

の都道府県組織との連絡調整 

   選任    候補者   後見実費     ②成年後見総合相談（相談・支援窓口紹介） 

   監督    の推薦    ・報酬      ㋐一般相談（虐待、消費者被害等も含む） 

                 支給管理     ㋑成年後見受任者（親族後見人、市民後見人）相談 

家  庭  裁  判  所           ③成年後見制度の普及広報活動 

④市民後見人協会への業務委託（委託期間は 1 年間の更新制） 

選任    候補者             及び委託先市民後見人協会の指導監督 

監督    の推薦            ⑤法人後見・法人後見監督（公的後見人・市民後見人協会所属 

             後見人の後見監督人）  ⑥公的信託 

       ○○市 成年後見センター（仮称） 

      後見実費    所管 各市区町村または、法務局等国の地方行政部門 

専門職後見人団体      ・報酬     事業①市区町村、家庭裁判所及び法務局並びに制度運用関連団体の 

支給管理       市区町村組織との連絡調整（包括支援センターごとに行う） 

②成年後見総合相談・支援（各種制度利用も含めた具体的解決） 

                         ㋐一般相談・支援（虐待、消費者被害等も含む） 

                         ㋑成年後見受任者（親族後見人、市民後見人）相談・支援 

③成年後見制度の普及広報活動   ④市区町村長申立支援 

⑤法人後見・法人後見監督（公的後見人・市民後見人協会所属

後見人の後見監督人） 

⑥低所得者の成年後見人等への後見実費・報酬の支給事務 

46



成年後見法学会第８回学術大会               ２０１１．１０．２９． 
『公的支援システムの具体的ありかた 

～横浜宣言の実質化に向けて～』  社会福祉士 田村 満子 
 
１．職能団体として、成年後見にまつわる活動 
＊相談活動 
たとえば、 
・相談センターとして 
・ 都道府県、市町村センターの専門相談員として 
・ 対象について 
 
＊ 啓発活動 
たとえば、 
・ 特に、福祉・医療関係者向け 
・ 市民向け 
 
市町村申し立て支援 
たとえば、 
・ 新任職員への研修 
・ 弁護士会と共同で、市町村申し立て実態と成年後見制度利用支援事業等予算や要綱類の

実態調査 
 
＊ 申し立て機能の拡充 
たとえば、 
・ 地域包括支援センターや相談等支援事業所相談員への研修 
 
＊ 直接受任 
たとえば、 
・ サポート体制 
・ 無報酬事案への手当て 
 
２．近年の動向 
＊ 市民後見人の誕生 
たとえば、 
・ 養成段階の関与 
・ 活動支援 
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・ 職能団体との役割分担 
 
＊ 地域定着支援センターの誕生 
たとえば、 
・刑期満了以前からの選任 
・ 被疑者段階での受任 
 
＊ 個人受任の限界 
 
 
３．公的支援システム 
＊ システムなしのこれまでの１０年 
たとえば、 
・受任調整時に、「市民」「職能団体」「公的後見人」など 
 
＊関係者を越えて、地域全体で意識する成年後見のありよう 
・「私のこと」として、意識する制度の定着 
・行政が主体となるシステムの構築 
・ネットワークへの家庭裁判所の参画 
・拠点の設置と、公的後見の必要性 
 
 
 
・おわりに 
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本大会のまとめ（案） 

 
超高齢社会にあるわが国の現状から，成年後見制度は，誰もが利用できる制度でなけ

ればならず，もはや家庭内の問題にとどまらない。今後も増加する制度利用においては

家庭裁判所のみがその全てをカバーすることは不可能であり，行政も含めての役割分担

が必要である。そこでは専門職団体等とのネットワークの拡充も不可欠となる。 
 

１ 次のような内容を有する公的支援機関を各市町村に設けるべきである。 
① 制度内容や申立手続きについて相談を受け，具体的に支援できる機能あるいはネッ

トワークを有している〔相談部門の設置〕 
② 後見人の担い手（市民後見人等）の養成を行い，養成した者を適切な事案に選任で

きるシステムを備えている〔養成と受任調整の一体化〕 
 ③ 養成した市民後見人等が職務遂行を行うことに対し，監督という側面ではなく適切

な支援という側面での相談助言体制を備えている〔支援体制の整備〕 
 ④ 親族後見人に対しても相談を受け助言する体制を備えている〔親族後見人支援〕 
 ⑤ 専門職も参加しいつでも専門的助言をえられる体制がある〔専門職等との連携〕 
２ 国は次のような措置を講ずるべきである。 
 ① 司法と行政の適切な役割分担のための措置 

家庭裁判所は司法としての監督機関に特化し，後見人等に対する支援は行政（厚労

省）が担うものとして，それが可能となるよう法的整備を行うこと 
② 後見人の担い手の質の確保のための措置 
ⅰ 養成研修を実施できる機関の認定制 
ⅱ 研修内容の標準化 
ⅲ 市民後見人の資格制の検討 

③ 費用負担の措置 
ⅰ 申立費用助成のための成年後見制度利用支援事業の要件の見直し 
ⅱ 後見人報酬確保のための成年後見制度利用支援事業，生活保護，介護保険等によ

る助成の整備 
ⅲ 公的支援機関が適切な運営が可能となるよう助成を整備 

 ④ 公的後見人の設置 
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